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第５  事業主の認定に関する 事項            

１ ． 事業主の認定について   

法に 基づき 、 労働環境の 改善、 募集方法の 改善そ の 他の 雇用管理の 改善及び森林施業の 機械化

そ の 他の 事業の 合理化を 一体的に 図る た め に 必要な 措置（ 以下「 改善措置」 と い う 。） に つい て

の 計画（ 以下「 改善措置計画」 と い う 。） を 作成し 、 知事の 認定を 受け た 事業主が 経営する 林業

事業体（ 以下「 認定事業体」 と い う 。） は 令和 8 年 1 月時点で 47 事業体あ る 。  

 

２ ． 改善措置計画について   

事業主は 、 第 7 期基本計画に 示さ れ た 目標に 向け て 法第 5 条に よ り 、 改善措置に つい て 単独、

複数又は支援 セ ン タ ーと 共 同し て 行う 改善措 置計画を 作成し 、 知事に 申請し て 認定を 受け る こ

と が で き る 。 特に 林業実績が 1 年未満の 事業主は、 支援セ ン タ ーと 共同で 計画申請を 行う 。  

林業従事者を 確保し て い く た め に は 、 他の 産業並みの 労働条件の 確保等の 「 雇用管理の 改善」

に 努め る こ と が 必要と な る 。  

ま た 、 そ の 実効性を 確保し 、 林業従事者を 定着さ せる た め に は、 事業量の 安定的確保や生産性

の 向上等の 「 事業の 合理化」 を 図っ て い く 必要が あ る 。  

こ の た め 、 改善措置計画で は、「 雇用管理の 改善」 と 「 事業の 合理化」 の 双方に つい て 作成す

る も の と する 。  

認定事業体は 、 計画する 改善項目ご と に 、 5 年後の 改善目標を 設定し 、 取り 組むも の と する 。 

 

 改善項目 改善措置の 例 

雇
用
管
理
の
改
善 

雇用の 安定化 
通年雇用化の取組の 促進、 月給制の 林業従事者の 割合の 向上、

雇用管理者の資質向上等 

労働条件の 改善 
週所定労働時間の 短縮、 休日数の 増加、 賃金水準の 向上（ 時間

外労働の 割増、 能力給の 導入）、 福利厚生の 充実等 

労働安全の 確保 

労働安全衛生関係法令や「 チ ェ ーン ソ ーに よ る 伐木等作業の 安

全に 関する ガ イ ド ラ イ ン 」 等に 基づく 遵守事項の 徹底、 経験や

年 齢 に 応 じ た 安 全 作 業 に 資 す る 研 修 、 振 動障 害 防 止 活動 の 推

進、 熱中症・ 蜂刺さ れ対策、 緊急時の 連絡体制の 確保、 休憩施

設の 整備、 メ ン タ ルヘルス 対策の 実施等 

募集・ 採用の 改善 

ハロ ーワ ーク の 活用、 合同求人説明会への 参加、 支援セ ン タ ー

の 活用、 女性従事者の 活用、 森ワ ーク ・ イ ン タ ーネ ッ ト や SNS

の 活用等 

教育訓練の 充実 

緑の 雇用事業の 活用、 OJ T・ OFF-J T の 実施、 現場指導（ 責任） 者

への 研修、 県が 実施する 研修の 活用等、 学びな おし の 機会の 充

実等 

多様な 人材の 活躍・ 定

着の 促進 

ト イ レ や更衣室等職場環境の 整備、 育児休暇の 取得、 作業方法

や安全対策の配慮、 ハラ ス メ ン ト 防止対策、 女性活躍推進法に

基づく 一般事業主行動計画の 策定・ 情報の 公表、 え る ぼし 認定

等 

高 年 齢 従 事 者 の 活 躍

の 促進 

定年の 引き 上げ、 高年齢従事者に 配慮し た 作業方法・ 配置の 見

直し 等適正な 雇用管理措置の 運用等 

障害者雇用の 促進 障害特性等を 踏ま え た 適切な 業務配置、 作業方法の 見直し 等 
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そ の 他 の 雇 用 管 理 の

改善 

安全衛生管理推進者の 専任、 職場内の 安全意識の 向上、 リ ス ク

ア セ ス メ ン ト の 実施、 無線の 導入等 

事
業
の
合
理
化 

事業量の 安定的確保 
森林施業プ ラ ン ナ ー等の 人材の 育成、 森林経営管理制度に よ る

経営管理実施権の 設定の 活用、 樹木採取権制度への 参加等 

生産性の 向上 

高性能林業機械の 導入、 低コ ス ト 作業シ ス テ ム の 導入、 高密度

路網の 作設等、 作業シ ス テ ム 整備に 必要な 人材の 育成、 日報の

活用に よ る 作業シ ス テ ム の 改善、 多能工化の 取組等 

「 新し い 林業」 の 実現

に 向け た 対応 

新た な 造林技術に 関する 知識を 持つ造林手や I CT・ I oT 等の デ

ジ タ ル 技術の活用に 必要な 知識を 持つ人材の 育成、 林業 DX の

推進に 関する 取組、 地域に 根ざ し た 多角的な 森林経営の 導入等 

キ ャ リ ア 形 成 の た め

の 技能向上 

林 業 就 業 に 必 要 な 基 本 的 知 識 や 技 術 ・ 技 能の 習 得 に 関す る 研

修、 一定程度の 経験を 有する 林業労働者を 対象と し た 技術や知

識の 習得、 複数の 現場管理責任者を 統括する 者への 教育訓練等 

そ の 他 の 事 業 の 合 理

化 

販路の 拡大、 多角的な 森林経営の 導入、 民国連携事業の 実施等 

 

３ ． 認定基準  

  本県に おけ る 事業主の 認定に おけ る 認定基準は 、群馬県改善措置計画認定事務取扱要領で 別途

定め る も の と する 。  

  


